
Labor Compliance Alert:労働法峘改正

2018年 10⽉ 17⽇

Grant Thornton Cambodia は国際的な会計事務所であるグラント・ソントンのカンボジアにおける

メンバーファームです。今回のニュースレターでは、労務規則関する最新情報をご案内申し上げます。

2018 年 7⽉ 11⽇、労働法第 89 条、90 条、91 条、94 条、110 条、120 条及び 122 条が王

令（Royal Decree）によって改正されました。中でも注⽬すべき改正点として、退職⾦に相当する「解

雇補償制度」（Indemnity for dismissal）に変わって「年功補償」（Seniority Payment）制

度が導⼊されたことが挙げられます。

続いて 2018年 9⽉ 21⽇、カンボジア労働・職業訓練省（MLVT）は、給与⽀給の新たな仕組みと

その実施に関する通達No.443MLVT/Prk を交付しました。主な内容は、以下の通りとなります。

 年功補償制度は、無期労働契約（UDC）の従業員のみに適⽤される。有期労働契約（FDC）

の従業員は年功補償を受け取ることは出来ないものの、労働協約で規定されている場合を除き、

有期期間中に受け取る賃⾦の 5%に相当する退職⾦を受け取る権利がある。

 労働法 83 条に基づく重⼤な不履⾏により退職する従業員⼜はそれに関与した従業員は、年功

補償を受け取る権利を失する。

 2019 年 1⽉以降、使⽤者は 1年ごとに給与にその他諸⼿当（残業⼿当、賞与など）を含めた

年間総⽀給額の 15⽇分に相当する年功⼿当を従業員に⽀払う。

 毎年 6⽉・12⽉にそれぞれ 7.5⽇分を⽀給

 2019 年が雇⽤初年度の従業員は、6 か⽉未満は 7.5 ⽇分、6 ヶ⽉以上の勤務で 15 ⽇分の

年功⼿当を受け取る権利を獲得

 2019 年以前から勤務している従業員への年功⼿当の後払い︓2008 年〜2018 年までの分と

して最⼤で 156⽇分の年功補償額を遡って⽀給する。

 縫製・製靴業を営む企業においては、年間合計 30⽇分の年功⼿当を⽀払う。この場合、毎年 6

⽉・12⽉にそれぞれ 15⽇分を⽀給

 その他企業については、年間合計15⽇分の年功⼿当を⽀払う。この場合、毎年6⽉・12⽉にそ

れぞれ 15⽇分を⽀給



※ 労働法に従った日数統計表は、別紙１をご参照ください。

留意点及び私共の⾒解について︓

通達 No.443 は、企業が年功補償を従業員に支払わなかった場合の扱いについて言及されておらず、

また年功補償に係る給与所得税（TOS）や過去の税務申告をどう処理するのかについても公表されて

いません。これらについては、今後カンボジア労働・職業訓練省及びカンボジア租税総局(GDT)が明らか

にしていくでしょう。関連当局より更なる情報を入手した場合には、お知らせを致します。

通達 No.443 の導入に伴い、各企業において財務報告、資⾦繰り、キャッシュ・フロー計画の変更が必

要となると思われます。企業様におかれては、来るべき 2019 年に向け、年功補償を支払うことを織り込

んだ適切な予算計画を作成すること、またカンボジア版 IFRS（CIFRS）に即し適切な会計帳簿を作

成することが望ましいと考えます。
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別紙 1 日数統計表

労働法に沿った日数統計表は以下の通りです。


